
（地 233） 

 令和２年７月２９日 

 都道府県医師会 
担 当 理 事 殿 

 
日本医師会常任理事      

                          釜 萢   敏   
 

看護師養成所等における実習補完事業の実施について  

 
 令和２年度第二次補正予算に盛り込まれた「看護師養成所等実習補完事業」に

つきましては、令和２年６月３日付（地 138）の文書をもってご連絡しておりま

すが、今般、厚生労働省医政局長より各都道府県知事宛に実施要綱・交付要綱が

示されましたので、お送り申し上げます。  

 本事業は、臨地実習を学内演習に代替する場合にも同等の知識と技能を修得す

ることができるよう、シミュレーターの借料や演習補助要員の謝金を補助するも

のです。別添ポンチ絵にあるように、都道府県（実施団体を置く場合は実施団

体）が各養成所にシミュレーター等を貸し出すスキームであり、各養成所が実施

団体として手上げをするものではありません（各都道府県医師会が実施団体とな

ることは可能です）。  

 つきましては、貴会におかれましては、本事業の実施について、都道府県行政

とご協議いただきますようよろしくお願いいたします。なお、都道府県行政から

厚生労働省への事業計画書の提出期限は、令和２年８月２８日（金）となってい

ることを申し添えます。  

 
＜送付資料＞  

 看護師養成所等における実習補完事業の実施について（令和２年７月２７日付厚生

労働省医政局長通知） 

 医療提供体制推進事業費補助金交付要綱（新旧対照表）  

 令和２年度２次補正予算医政局所管事業に係る事業計画書の提出について（令和２

年７月２７日厚生労働省医政局医療経理室事務連絡）※申請様式省略  

 ポンチ絵  



 

医政発０７２７第６号 

令和２年７月２７日 

 

各都道府県知事 殿 

 

厚生労働省医政局長 

（公 印 省 略） 

 

 

看護師養成所等における実習補完事業の実施について 

 

 

 標記については、別添「看護師養成所等における実習補完事業実施要綱」に

より行い、令和２年４月１日より適用することとしたので通知する。 



 

看護師養成所等における実習補完事業実施要綱 

 

１ 目的 

この事業は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、地域における医療提

供体制が逼迫する中、看護師養成所等における医療機関等での臨地実習が中

止されている実情を踏まえ、学内演習に代替した場合にも学生が同等の知識

と技能を修得することができるために必要な体制の構築を支援し、看護職員

及び歯科衛生士の確保に資することを目的とする。 

 

２ 実施主体 

この事業の実施主体は、地方公共団体、地方独立行政法人、公的団体及び厚

生労働大臣が適当と認める者とする。なお、対象施設の種別ごとに、各都道府

県においてそれぞれ原則１か所とする。 

 

３ 対象施設 

この事業の対象施設は、次の施設とする。 

(１) 保健師助産師看護師法施行令（昭和２８年政令第３８６号）第１１条

及び第１８条に基づき指定された看護師養成所、准看護師養成所及び助

産師養成所とする。 

なお、保健師助産師看護師法施行令（昭和２８年政令第３８６号）第１

１条に規定する学校は対象としない。 

(２) 歯科衛生士法施行令（平成３年政令第２２６号）第２条に基づき指定

された歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所とする。 

 

４ 事業内容 

実施主体は、看護師養成所等で策定した実施計画に基づき、看護師養成所

等で必要な資器材の貸出、演習補助要員の確保を行う。 



別紙 
新 旧 

 

別 紙 

医療提供体制推進事業費補助金交付要綱 

 

 

１～３ （略） 

 

（交付の対象事業） 

４ この統合補助金は、次の事業を交付の対象とする。 

（１）～（８） （略） 

（９）看護師養成所等における実習補完事業 

   令和２年７月２７日医政発０７２７第６号厚生労働省医政局長通知

「看護師養成所等における実習補完事業の実施について」に基づき実

施する看護師養成所等における実習補完事業 

 

（事業者） 

５ 交付対象事業を実施できる者は、別表１の第１欄に掲げる事業分類及

び第２欄に掲げる事業区分毎に、第３欄に掲げる者（以下「事業者」と

いう。）とする。 

 

別表１ 

１ 事業分
類 

２ 事業区分 ３ 事業者 

(1) ～ (8)
（略） 

（略） （略） 

(9) 看護師
養成所等

－ 
 

地方公共団体、地方独立
行政法人、公的団体及び

別 紙 

医療提供体制推進事業費補助金交付要綱 

 

 

１～３ （略） 

 

（交付の対象事業） 

４ この統合補助金は、次の事業を交付の対象とする。 

（１）～（８） （略） 

（新設） 

 

 

 

 

（事業者） 

５ 交付対象事業を実施できる者は、別表１の第１欄に掲げる事業分類及

び第２欄に掲げる事業区分毎に、第３欄に掲げる者（以下「事業者」と

いう。）とする。 

 

別表１ 

１ 事業分
類 

２ 事業区分 ３ 事業者 

(1) ～ (8)
（略） 

（略） （略） 

(新設)  （新設） 
 

（新設） 



 
新 旧 

 

- 2 - 

における
実習補完
事業 

 
 
 
 

厚生労働大臣が適当と認
める者 

 

（注１）～（注３） （略） 

 

（交付額の算定方法） 

６ （略） 

 

ⅰ （略） 

 

（１）～（８） （略） 

 

（９）看護師養成所等における実習補完事業 

ア 都道府県が実施する事業 

（ア）別表２の第４欄に定める基準額と第５欄に定める対象経費

の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。 

（イ）（ア）により選定された額と総事業費から寄付金その他の

収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に第６欄に定め

る補助率を乗じて得た額を交付算定基礎額とする。 

イ 都道府県が補助する事業 

（ア）別表２の第４欄に定める基準額と第５欄に定める対象経費

の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。 

（イ）（ア）により選定された額と総事業費から寄付金その他の

収入額を控除した額と都道府県が補助する額とを比較してもっ

 
 
 
 

 

（注１）～（注３） （略） 

 

（交付額の算定方法） 

６ （略） 

 

ⅰ （略） 

 

（１）～（８） （略） 

 

（新設） 
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とも少ない額に第６欄に定める補助率を乗じて得た額を交付算

定基礎額とする。 

 

ⅱ （略） 

 

別表２ 

 

 

 

ⅱ （略） 

 

別表２ 



 
新 旧 
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１事業
分類 

２事業区分 ３種目 ４基準額 ５対象経費 
６補助
率 

(1)～
(8) 

（略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

(9) 
看護師
養成所
等にお
ける実
習補完
事業 

－ － 次の(1)から(3)に
より算出された額
の合計額とする。 
 
(1) 事務局経費 
１か所当たり 

1,282千円 
（ただし、都道府
県が実施する事
業の際には対象
施設の種別ごと
に 1,282千円を
加算することが
できる。） 

 
(2) シミュレータ
ーの借料 

①  看護師養成
所、准看護師養
成所及び助産師
養成所の場合 
１か所当たり 

1,368千円 
（ただし、対象施
設数が４施設を
超 え る 毎 に
1,368千円を加
算することがで
きる。） 

② 歯科衛生士養
成所等の場合 
１か所当たり 

実習補完事業
に必要な給与
費(職員基本
給、職員諸手
当、非常勤職
員手当、社会
保険料)、通信
運搬費、消耗
品費、借料及
び損料、備品
費（シミュレ
ーターの借用
が 困難な場合
に限る）、諸
謝金（看護師
養成所、准看
護師養成所及
び助産師養成
所に限
る。）、委託
費(上記経費に
該当するも
の。) 
 
 

２分の
１ 

１事業
分類 

２事業区分 ３種目 ４基準額 ５対象経費 
６補助
率 

(1)～
(8) 

（略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（新
設） 

 

（新設） 
 

（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（新設） （新設） （新
設） 
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1,200千円 
（ただし、対象施
設数が４施設を
超える毎に
1,200千円を加
算することがで
きる。） 

 
(3) 演習補助要員
への謝金 
対象施設数１施
設当たり 

239千円 
 

 

別表３ （略） 

 

７ （略） 

 

別表４ （略） 

 

８～16 （略） 

 

（別添１）～（別添３） （略） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

別表３ （略） 

 

７ （略） 

 

別表４ （略） 

 

８～16 （略） 

 

（別添１）～（別添３） （略） 

 

 
 



事 務 連 絡 

令和２年７月２７日 

 

 

各都道府県衛生主管部（局）御中 

 

厚生労働省医政局医療経理室 

 

 

令和２年度２次補正予算医政局所管補助事業に係る事業計画書の提出について 

 

 

日頃より、補助金業務の円滑な運営にご協力いただきありがとうございます。 

標記について、各都道府県から提出された事業計画書に基づき、効果的・効率的な配

分、迅速な執行を予定しています。 

つきましては、下記のとおり事業計画書の提出期限等をお知らせしますので、ご対応

方よろしくお願いいたします。 

 

 

記 

 

１ 事業計画書の提出を依頼する事業 

補助金名 提出期日 

医療提供体制推進事業費補助金 

（看護師養成所等における実習補完事業） 
令和２年８月２８日（金） 

 

 

 

２ 提出資料 

（１）医療提供体制推進事業費補助金 

・ 令和２年度医療提供施設等の施設の運営及び設備整備に関する計画の提出について

（交付要綱様式 第１号様式） 

＊「看護師養成所等における実習補完事業」に限る 

＊ 必要に応じて参考となる資料を添付すること 

 

 



 

３ 留意事項 

（１）書類の作成においては、今回送付する様式を使用すること。また、補助事業者へ

の参考資料の提出依頼は必要最低限とすることをお願いする。 

 

（２）政府全体で予算の早期執行に取り組んでいるところであるが、一部の都道府県か

らの書類の提出が遅れると全体の執行スケジュールが遅れることになるので、提出

期日は厳守すること。また、間接補助事業者となり得る管内の施設等に対してもそ

の旨、周知願いたい。 

 

（３）事業計画策定及び交付申請に当たっては、関係法令、実施要綱及び交付要綱等を

遵守し、疑義については、事前に以下の連絡窓口まで照会すること。 

 

 

【連絡窓口及び交付申請書の送付先】 

厚生労働省 医政局 医療経理室 

山本  yamamoto-kouryuu.8s4@mhlw.go.jp 

 

 



○ 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、地域における医療提供体制が逼迫する中、看護師養成所等の
医療機関等での実習中止が相次いでおり、実習病院等の負担を軽減することで地域で医療提供体制を確保し
医療崩壊を防ぐための支援が急務となっている。

事業目的

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う実習病院等負担軽減のための

看護師養成施設等における実習補完事業

令和2年度第二次補正予算案 3.5億円

スキーム図、対象経費等

都道府県は、各養成所からの主体的な演習計画
を踏まえ、各地域の実施団体において、効率的、
効果的な事業実施体制を確保する。

〈対象経費〉
・事務局経費
・シミュレーターのリース料
・演習補助要員等への謝金

都道府県 実施団体

事業計画

各養成所

演習計画

補助

実施計画

事業概要

○ 医療機関等での臨地実習が中止している実情を踏まえ、これを学内演習に代えることにより、同等の知
識と技能を修得するために必要な資器材等の支援を行う。

資器材等の活用の支援

38


